
 

 

 

 

幼児教育・保育の無償化による「認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、フ

ァミリー・サポート・センター事業（以下 認可外保育施設等という。）」の利用料について

は、一度、利用分を保護者から施設等にお支払いいただき、後日、市から保護者へ無償化

分を返還する「償還払い」になります。保育の必要性の認定（施設等利用給付認定新 2 号

又は新 3 号）を受けた方は、以下の要領で交野市こども園課に請求してください。 

※以下、ファミサポ利用の方は、「提供証明書兼領収証」を「活動報告書」と読み替えてください。 
 

 利 用 ・ 請 求 の 流 れ                                    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 提 出 書 類                                   

（1）施設等利用費請求書（償還払い用） 

（2）特定子ども・子育て支援の提供に係る 提供証明書 兼 領収証（3 ヶ月分） 

※認可外保育施設等を複数利用している場合は、各施設・事業分を併せて請求・提出してください。 

♦(1)請求書の様式は「通園中の施設」又は「交野市 HP」から取得してください。 

♦(2)提供証明書兼領収証は施設等が保護者へ発行します。 
 

請求書は、施設等から受け取った「提供証明書兼領収証」をもとに作成してください。 
 

 提 出 期 限 ・支 払 い な ど                                   
下表のとおり、支払いは年４回です。 

利用月の区分毎に、期日どおりに交野市こども園課へ請求書等を提出してください。 

※施設によっては下記日程を独自に設定している場合があります。詳細は施設にご確認ください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

※書類提出期限が土日祝の場合は翌開庁日とします。 
 

《問い合わせ先》交野市健やか部こども園課  
 住所：交野市天野が原町５丁目５番１号  TEL：０７２-８９３-６４０７(直通) 

 預かり保育の利用月 こども園課への提出期間 支払日 

① ４・５・６月 7月 7日～17日 8月下旬 

② ７・８・９月 10月 7日～17日 11月下旬 

③ 10・11・12月 １月 7日～17日 ２月下旬 

④ １・２・３月 ４月 7日～17日 ５月下旬 

認可外保育施設等利用料の請求方法 
 

②利用料の支払い 

③提供証明書兼領収証の発行 

⑤ 請求月の翌月下旬に認可外保育施設等の無償化分を償還払い 
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④ 請求書（3ヶ月分の提供証明書兼領収証も併せて）の提出 ※請求月の 17 日まで 

月額上限額 

新 2号：37,000円 

新 3号：42,000円 


